
原油価格高騰対策介護保険施設等支援事業補助金交付要綱 

 
 

(趣旨) 

第 1条 この要綱は，新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中，コロナ禍における原

油価格，物価高騰の影響を受けている介護保険施設等の負担を軽減し，安定的かつ継続的

な事業運営を支援するため，予算の範囲内において介護保険施設等に対し，原油価格高騰

対策介護保険施設等支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し必

要な事項を定めるものとする。 

(交付対象者) 

第 2条 補助金の交付の対象となる者は，申請日時点において，町内に所在する介護保険施設

等を運営，町税を完納している事業者とする。 

2 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者は，補助金の交付の対象とし

ない。 

(1) 原油価格高騰対策介護保険施設等支援事業補助金による補助金の交付を申請している

者 

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2条第 2

号の暴力団又は同条第 6号の暴力団員が経営に関与している者 

(補助対象経費) 

第 3条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は，令和 4年 4月

1日から令和 4年 9月 30日までの期間（以下「補助対象期間」という。）に介護保険施設

等を運営するうえで使用し，または購入した電力，ガス，ガソリン，灯油，軽油及び重油，

食材料費に係る経費（以下「光熱費等」という。）とする。 

2 前項の場合において，国又は他の地方公共団体が行う補助金等に相当する金銭の交付を受

ける見込みがあり，また既に受けているときは，当該補助金に相当する金銭に係る交付の

対象となる経費は，除くものとする。 

(補助金の額等) 

第 4条 補助金の額は，補助対象経費から前年における補助対象期間に相当する期間の光熱費

等（その額に 1,000円未満の端数があるときは，これを切り捨てる。）を差し引いて得た額

とする。 

2 前項の規定にかかわらず，令和 4年度から介護保険施設等を運営している交付対象者に係

る補助金の額は，補助対象経費のうち光熱費等について前年と現年の各月の単価の差額と

し，その額に 1,000円未満の端数があるときは，これを切り捨てる。 

3 前 2項の場合において，同 4項に掲げる区分及び額を限度とし補助金を交付する。 

4 補助金の額は，別表に掲げる施設区分によるものとする。 

5 補助金の交付は，同一建物内で複数の事業を提供している場合は，補助金額が高い規定を

適用する。 

(交付申請) 



 

 

第 5条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，原油価格高騰対策

介護保険施設等支援事業補助金交付申請書兼請求書（様式第 1号）に次に掲げる書類を添

えて，令和 4年 12月 28日までに町長に提出するものとする。 

(1) 補助金の振込先が分かる金融機関の口座の通帳等の写し 

(2) 光熱費等の金額がわかる書類の写し 

(3) その他町長が必要と認める書類 

(交付決定等) 

第 6条 町長は，前条に規定する申請があったときは，その内容を審査し，交付の可否を決定

したときは，原油価格高騰対策介護保険施設等支援事業補助金交付決定（却下）通知書兼

支払通知書（様式第 2号）により，当該申請者に通知するものとする。 

2 町長は前項の規定により補助金の交付を決定したときは，当該申請者が指定する金融機関

の口座に補助金を振り込むものとする。 

(交付の取消し) 

第 7条 町長は，申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは，補助金

の交付の決定を取り消すことができる。 

(返還) 

第 8条 町長は，前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において，既に補助

金の交付を受けた者があるときは，当該補助金を返還させるものとする。 

(その他) 

第 9条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付について必要な事項は，町長が別に定める。 

附 則 

この告示は，公布の日から施行する。 

別表(第 4条関係) 

施設区分 定員 補助金限度額 

介護老人福祉施設，介護老人保健施設， 

介護医療院，認知症対応型共同生活介護， 

短期入所生活介護，サービス付高齢者向け住宅 

30人以下 100,000円 

31人以上 60人以下 200,000円 

61人以上 100人以下 300,000円 

通所，訪問系事業所 － 50,000円 

 

 

 



様式第１号（第５条関係）  

 

原油価格高騰対策介護保険施設等支援事業補助金交付申請書兼請求書 

 

  年   月   日  

大洗町長 様 

 

 原油価格高騰対策介護保険施設等支援事業補助金交付要綱第５条の規定により、原油価格高騰対策介護

保険施設等支援事業補助金の交付を次のとおり関係書類を添えて申請し、補助金を請求します。 

 補助金は、次の振込先口座に振り込み願います。 

１ 申請者 

法人等名及び代表者名 
＊法人の場合は、代表者の職名と

氏名も記載してください。 

法人名・屋号 代表者氏名 

  

事業所所在地 
〒   －     

 
施設区分 

※該当区分を○で囲んでください。 
入所系事業所    /    通所・訪問系事業所 

振込先口座 

金融機関名 支店名 

  

預金種別 口座番号（右詰め） 

普通 ・ 当座 
 

      

フリガナ  

口座名義  

□町税の完納確認について町長が確認することについて同意します。 

２ 対象経費（電気料等の合計額） 

 令和４年 令和３年 

４月 円   円   

５月 円   円   

６月 円   円   

７月 円   円   

８月 円   円   

９月 円   円   

合 計 ①             円 ②               円 

申請額（①-②）      円（※千円未満切り捨て） 

３ 添付書類 

⑴ 振込口座確認書類（口座名義及び口座番号が確認できる書類の写し） 

⑵ 光熱費等の金額がわかる書類の写し 



様式第２号（第６条関係） 

 

第     号 

年  月  日  

 

           様 

 

                                大洗町長        

 

原油価格高騰対策介護保険施設等支援事業補助金交付決定（却下）通知書兼支払通知書 

 

 年  月  日付けで交付申請のありました原油価格高騰対策介護保険施設等支援事業補助金について、

原油価格高騰対策介護保険施設等支援事業補助金交付要綱第６条の規定により、下記のとおり決定（却下）

しましたので通知します。 

 

記 

 

 

☐ 交付決定 

  交付決定額              円 

 

 

☐ 却下 

  理由 

 

 

□ 支払日 

          年    月   日 

 

 

 


